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【相談場所】
〒 734-0007　南区皆実町 1 − 6 − 29

広島県聴覚障害者センター内 ろうあ者専門相談室
　FAX　082-241-2309
　E-mail　hiroshimacdc@hiro-chokaku.jp

【相談日時】
火〜日曜日（祝日・年末年始を除く）午前 9 時〜午後 5 時

【相談業務内容】
　ろうあ者専門相談員が当事者の一般生活上の諸問題にかかる相談
業務を行い、必要に応じ、関係機関への連絡などを行います。
【相談料】

無　料
【相談方法】

メール・FAX 又は直接来所してください。
ビデオチャットで相談ができます。

【その他】
　広島市障害福祉課、福祉事務所（区保健福祉課、東区は福祉課）、
身体障害者更生相談所でも聴覚障害者などの更生援護の相談に応
じ、必要な助言・指導を行うとともに、手話による意思伝達の仲
介業務を行う手話相談員が配置されています。
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